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新
中
闘
に
お
り
る

人
民
幣
デ
ノ
ミ
ネ

l
v
ョ

ン
に
つ
い
て

木

毅

一
、
開

題

中
華
人
民
共
和
国
憲
法
序
文
に
「
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
か
ら
吐
曾
主
義
枇
舎
白
建
設
ま
で
は
過
渡
時
期
ぞ
あ
る
。
過
渡
時
期
に

お
け
る
園
家
白
繍
任
務
は
)
践
女
園
出
都
心
社
合
主
義
ヱ
業
佑
を
貰
現
し
、
農
業
、
手
工
業
と
資
本
主
義
工
商
業
に
た
H
す
る
社
合
主
義
改

遣
を
完
成
す
る
己
と
ぞ
あ
る
」
と
定
め
て
い
る
。
一
九
五
五
年
七
月
決
定
し
た
第
一
次
五
ヶ
年
計
劃
は
、
憲
法
に
定
め
る
遁
渡
時
期
の

楓
任
務
、
一
般
に
い
う
網
路
線
の
賢
躍
的
な
財
経
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
五
ヶ
年
計
割
の
確
定
は
新
申
閣
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
歴
史
的

大
事
件
で
あ
る
。
と
こ
ろ
て
、
五
ヶ
年
計
劃
K
閥
心
が
う
ば
わ
れ
る
あ
ま
り
、
己
れ
ま
た
過
渡
時
期
締
路
線
の
一
重
要
な
措
置
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
墜
舎
で
あ
ま

p
注
目
さ
れ
て
治
ら
た
い
貨
幣
改
革
が
あ
る
。

乙
の
貨
幣
改
革
は
五
ヶ
年
計
割
質
施
の
一
九
五
三
年
に
決
意
さ
れ
、
五
ー
グ
年
計
劃
築
確
立
の
一
九
五
五
年
K
賞
施
さ
れ
た
の
で
あ
ヲ

て
、
そ
の
偶
然
ぞ
は
た
い
時
日
白
一
致
に
、
ま
づ
こ
の
改
革
の
重
要
牲
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

貨
幣
改
革
は
、
右
の
遁
り
一
九
豆
三
年
に
買
加
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
が
延
期
さ
れ
、
さ
ら
に
五
五
年
一
月
白
貫
施
も
市
況
の
関
係

新
中
固
に
お
け
る
人
民
幣
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

第
七
十
八
巻

七

第
五
時
叫

九



新
中
園
に
お
け
る
人
民
符
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

第
七
十
八
巻

=一七回

第
五
強

O 

か
ら
見
塗

b
れ
、
漸
く
二
月
十
六
日
中
園
人
民
協
商
合
議
第
二
回
杢
関
委
員
曾
第
三
女
曾
議
の
提
議
を
へ
て
、
二
月
十
七
日
園
務
院
第

五
女
昼
寝
台
識
を
透
過
、
六
月
一
一
十
一
日
「
新
し
い
人
民
幣
の
殻
行
止
現
行
の
人
民
幣
の
回
敢
に
闘
す
る
命
令
」
と
し
て
会
布
き
れ
、

三
月
一
日
か

b
R施
さ
れ
た
も
の
て
あ
ふ
。

園
務
院
命
令
に
よ
み
刑
ば
、
己
の
貨
幣
改
革
は

「
園
家
計
劃
評
済
建
設
の
必
要
と
庚
大
た
人
民
の
希
望
に
己
十
一
土
、
財
政
収
支
平
衡
と
金
融
物
債
安
定
の
基
礎
の

k
一
て
、
貨
幣
制
度

を
さ
ら
に
建
全
、
登
固
に
し
、
も
づ
て
交
易
と
核
算
陀
便
な

b
し
め
る
た
め
」
に
行
い

一
、
中
園
人
民
銀
行
は
一
九
五
言
年
=
一
月
一
日
か
ら
新
人
民
幣
ク
登
行
し
、
現
行
の
人
民
幣
を
回
牧
す
る

一
一
、
新
醤
幣
の
究
換
比
率
は
一
一
元
劃
一
再
元
と
す
る

一一一、

一
高
元
、
五
高
元
の
苔
幣
は
一
九
五
五
年
四
月
一
日
か

b
流
通
禁
止
、
主
月
一
日
か

b
A
M梯
停
止
す
る
o

五
千
元
と
五
千
一
冗
以
下

の
奮
幣
に
つ
い
て
は
品
川
換
欣
況
を
み
て
別
に
定
め
る

四
、
偽
護
者
、
偽
院
の
使
用
者
は
、
妨
害
岡
家
貨
幣
治
罪
暫
行
保
例
ゼ
罰
す
る
。
新
幣
時
四
行
に
か
り
て
投
機
を
行
い
、
新
奮
幣
の
R
E
換

を
経
替
し
て
利
を
う
る
者
は
罰
す
る

も
の
ぞ
あ
る
と
し
て
い
る
。
己
の
貨
幣
改
革
は
、
命
令
に
定
め
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
デ
ノ
ミ
ネ
1
ショ

V
で
あ
っ
て
、
己
れ
に
よ
っ

て
交
易
と
核
算
を
便
在

b
し
め
よ
う
と
い
う
の
て
あ
る
。
し
か
し
人
民
幣
の
呼
稽
単
竹
引
下
と
安
易
、
核
算
の
便
と
の
因
果
的
給
付
金

は
形
式
的
在
判
断
か
ら
は
理
解
さ
れ
友
い
。
と
白
山
貨
幣
改
革
は
岡
家
計
劃
経
済
建
設
の
必
要
か
ら
行
わ
れ
る
。
安
易
と
核
算
は
貨
幣
木

質
と
職
能
の
普
選
的
作
用
て
あ
る
が
、
特
に
己
れ
を
関
家
計
劃
経
済
の
必
要
に
封
臨
さ
せ
た
事
笠
に
よ
っ
て
、
こ
の
貨
幣
改
革
が
計
割

経
済
建
設
期
に
h
d

け
る
貨
幣
木
質
と
職
能
白
設
展
し
た
認
識
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
た
h
。
命
令
首
文
を
多
少
解



設
的
に
み
れ
ば
、
改
革
の
特
長
も
し
く
は
意
義
は
、
第
一
に
貨
幣
制
度
を
確
立
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
制
度
的
な
改
革
て
は
な
く
て
、

既
設
の
貨
幣
制
度
を
一
唐
建
昼
輩
固
に
す
る
た
め
の
改
革
で
あ
る
と
と
、
第
二
に
計
割
経
済
建
設
の
必
要
か
ら
賢
施
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
巴
れ
ら
の
特
長
在
い
し
意
義
は
、
過
去
の
中
園
に
治
け
る
ど
の
貨
幣
改
革
、
も
も
ち
え
在
か
ワ
た
特
長
、
意
義
で
あ
っ
た
。

(1) 

中
華
人
民
共
和
国
岡
務
院
、
闘
於
薩
行
新
的
人
民
格
和
牧
回
現
行
的
人
民
幣
的
命
令
、

慕
容
淑
静
、
費
長
ホ
先
生
談
新
特
、
程
調
導
報
、
一
丸
五
五
年
、
第
十
期
。

曹
菊
如
、
就
新
著
符
党
換
問
題
容
記
者
問
、
天
津
大
岳
報
、
一
九
丘
五
年
一
二
月
一
日
。

一
九
五
五
年
二
月
二
十
一
日
。

=

、

改

革

の

特

長

一
九
五
五
年
三
月
の
貨
幣
改
革
は
、
安
定
し
た
貨
幣
ゼ
減
債
し
た
、
あ
る
い
は
完
全
に
慣
値
骨
喪
失
し
央
貨
幣
を
回
牧
L
、
新
た
に

貨
幣
制
度
を
立
て
る
た
め
に
行
わ
れ
た
過
去
の
質
幣
改
革
、
た
司
少
し
え
ば
}
九
四
一
一
年
三
月
の
法
幣
に
上
る
儲
僚
去
の
匠
牧
、
四
八
年
八

月
の
金
園
祭
に
上
る
決
幣
白
岡
敬
v

四
八
年
か
ら
五
一
年
に
い
そ
る
人
民
幣
に
上
る
遜
幣
の
回
牧
等
の
デ
ノ
ミ
ネ
l
シ
ョ

Y
と
は
全
く

品
在
中
ワ
て
い
る
。

人
民
幣
は
一
九
四
八
年
十
ご
月
中
園
人
民
銀
行
券
と
し
で
華
北
解
放
匿
の
統
一
貨
幣
と
し
て
登
行
き
れ
た
。
営
時
闘
民
黛
地
域
に
法

幣
(
後
に
金
園
券
)
が
流
通
し
、
解
放
地
域
に
は
十
数
種
か
ら
た
る
各
解
放
遜
巨
銀
行
赤
、
い
わ
ゆ
る
遜
幣
が
流
通
し
て
い
た
。
法
幣

は
一
九
三
五
年
十
一
月
、
ア
メ
リ
カ
の
購
銀
政
策
に
よ
る
白
銀
流
出
と
圏
内
物
債
白
低
落
に
謝
し
て
行
わ
れ
た
貸
幣
改
革
に
よ
っ
て
遊

行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
目
中
事
愛
と
内
戦
の
過
程
陀
幣
債
が
暴
落
し
、
四
九
年
八
月
の
貨
幣
改
革
が
質
施
さ
れ
た
時
は
、
一
九
三
七

年
の

O
、
0
0
0
0
0
0
一
倍
と
た
担
、
金
国
券
に
よ
っ
て
回
枇
さ
れ
た
。
金
国
安
も
高
血
行
後
一
年
た
ら
ず
の
問
に
幣
僚
は

O
、
。
。

新
中
園
に
お
け
る
人
民
幣

J

デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
陀
丹
一
い
て

第
七
十
八
各

一二七五

苗
伊
豆
按



新
中
固
に
担
け
る
人
民
幣
デ
ノ
ミ
ネ
1
シ
ヨ
シ
に
つ
い
て

長
一
つ
が
み
歩
「
た
る

0
0
0
0
0
0
一
倍
に
下
落
し
、
寸
票
子
化
水
」
の
欣
態
を
現
出
し
た
。
一
九
三
七
年
か
ら
凶
九
年
の
十
二
年
間
に
、
法
幣
、
令
園
祭

の
袈
行
は
一
、
七
六
八
億
倍
に
膨
脹
し
、
物
債
は
上
海
に
お
い
て
一
一
一
一
八
、
八
四
一
一
億
倍
に
暴
騰
し
た
心
て
あ
る
円
こ
の
よ
う
な
幣
偵

第
七
十
八
各

一己
ノ、

第
五
披

の
下
落
と
貨
幣
制
度
の
索
鈍
か
ら
金
銀
が
代
用
貨
幣
と
し
て
使
用
さ
れ
、
さ
ら
に
沿
海
地
方
に
香
港
悌
券
、
品
市
弗
雰
が
流
通
し
、
擁
壁

(
因
。
国
間

E
P問
自
己
回
目
尚
匡
一
国
間
目

H
E
F巳
巳
認
め
2司
E
E
E白
〕
、
変
加
利
(
の
宮
同
青
島
品
国
民
間
開
。
同

H
u
p
p
p
K
M
5
5
H
Eロ
富

山

の

Z
E〕

等
の
外
園
銀
行
は
な
治
強
行
特
棒
を
も
っ
て
い
た
。
一
九
四
九
年
五
月
上
海
解
放
を
契
機
に
、
人
民
幣
に
J
る
金
圏
第
の
回
牧
が
一
段

落
し
、
流
通
外
園
紙
幣
が
駆
逐
さ
れ
、
六
月
に
金
銀
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
。
他
方
、
漣
幣
も
統
合
と
人
民
幣
に
よ
る
回
牧
が
績
き
、

主
一
年
十
一
月
新
彊
疏
遁
白
新
彊
券
と
銀
一
冗
を
最
後
に
遅
幣
全
部
の
国
牧
が
究
了
し
h
。
中
閣
は
王
朝
か
ら
民
図
に
い
た
る
ま
で
統
一

貨
散
布
が
左
く
、
古
た
外
園
銀
行
紫
、
錆
貨
の
流
遁
が
あ
り
、
外
園
か
ら
む
制
肘
が
あ
っ
て
務
自
の
貨
幣
制
度
を
も
っ
己
と
が
で
き
去
か
戸

っ
た
由
て
あ
る
が
、
一
九
五
一
年
西
擁
流
通
の
西
戴
歩
、
銀
元
を
の
ぞ
い
て
人
民
幣
が
唯
一
の
遁
質
と
な
担
、
己
己
に
昼
前
の
潤
立
的
、

統
一
的
な
貸
幣
制
度
全
確
立
し
売
の
ぞ
あ

AQ

一
九
五

O
一
年
三
月
統
一
園
家
財
政
経
済
工
作
が
貫
施
さ
れ
て
か

b
、
誼
貨
の
膨
限
抑
制
と
幣
債
の
安
定
維
持
の
諸
政
策
が
も
た
れ
、

幣
債
は
一
九
五

O
年
三
月
を
一

O
O
と
L
て
、
四
月
七
五
・
一
、
十
二
月
八
五
・
回
、
五
一
年
十
二
月
九
六
・
六
、
五
二
年
十
二
月
九
O

-
六
、
五
三
年
十
二
月
九
一
・
七
と
全
く
安
定
し
て
い
る
o

王
朝
時
代
心
飛
鏡
、
交
子
、
曾
子
、
賓
紗
は
も
と
よ
り
、
民
闘
の
法
幣
、

A
M
園
券
に
い
た
る
ま
で
人
民
幣
の
よ
う
陀
幣
債
を
長
期
に
安
定
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
中
園
は
一
九
五
一
一
年
以
来
未
官
有
の
安

定
的
た
貨
幣
制
度
を
確
立
す
る
己
と
と
な
っ
た
の
で
あ

ro

一
九
四
九
年
十
一
月
か
ら
五
一
月
十
一
月
に
い
た
る
人
民
幣
白
蛮
行
と
そ
れ
に
よ
る
謹
幣
統
一
は
、
い
う
ま
て
も
左
く
一
個
の
貨
幣

改
革
J

し
あ
っ
て
、
こ
の
貨
幣
改
革
に
よ
っ
て
新
中
国
の
貨
幣
制
度
が
き
ず
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
一
九
五
五
年
三
月
の
木
貨
幣



改
草
は
、
己
の
貨
幣
制
度
を
改
善
し
翠
固
に
す
る
改
革
で
あ
っ
た
。

新
中
園
貨
幣
制
度
の
優
越
住
は
、
そ
の
凋
立
的
、
統
一
的
、
な
か
ん
ず
く
安
定
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。

貨
幣
債
値
安
定
自
前
提
僚
件
は
、
園
{
戒
が
商
品
流
通
と
貸
幣
流
通
を
掌
握
し
計
劃
的
に
こ
れ
ら
を
調
節
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
物
侵

決
定
機
構
を
適
切
に
規
制
す
る
ζ

と
で
あ
る
n

新
中
園
に
お
け
る
財
政
状
支
の
平
街
、
物
資
調
達
慮
理
の
千
街
、
現
金
投
支
の
平
衡
、

園
際
牧
支
白
平
衡
の
、
い
わ
ゆ
る
四
平
原
則
位
、
己
の
物
侵
決
定
機
構
を
支
配
す
る
質
践
方
式
て
あ
る
。

財
政
攻
支
は
一
九
五

O
年
三
月
財
政
工
作
白
統
一
管
理
が
賀
行
さ
れ
て
か
b
、
税
散
の
調
整
、
公
債
白
強
行
、
支
出
の
節
約
を
適
切

に
進
め
た
た
め
す
て
に
平
衡
に
近
づ
い
た
。
五
八
年
か

b
増
産
節
約
蓬
跡
が
展
開
さ
れ
、
エ
農
業
生
産
の
快
復
、
措
置
展
を
積
極
的
陀
支

持
し
た
結
果
、
財
政
牧
支
の
縮
額
は
一
九
五
-
年
二
二
九
・
六
億
元
、
一
七
回
・
八
億
元
、
豆
二
年
一
七
豆
・
五
億
元
、
二
四
六
・
五

八
億
一
冗
、
五
三
年
二
一
七
・
六
億
元
、
二
三
五
・
六
二
億
元
、
五
四
年
二
七
回
・
七
億
元
、
=
一
六
六
・
四
二
億
一
万
と
左

U
、
完
全
に
平
衡

し
、
剰
飴
金
さ
え
生
じ
て
い
か
。
財
政
投
支
の
平
衡
は
貸
幣
増
登
に
よ
る
赤
字
補
撲
を
必
要
と
せ
ず
、
商
品
流
通
白
要
求
に
よ
ら
な
い

貨
幣
護
行
D
矛
盾
を
根
本
的
に
消
滅
さ
せ
、
剰
徐
金
は
銀
行
白
貸
借
資
金
準
備
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

物
資
白
調
達
虚
理
は
生
産
の
快
復
、
後
展
を
基
礎
に
、
一
九
五

O
年
三
月
経
済
工
作
田
統
一
管
理
が
寅
施
さ
れ
て
か
ら
図
瞥
貿
易
機

き
ょ
う
し
ゅ
コ

闘
の
整
備
に
よ
っ

τ全
く
平
衡
し
、
古
b
に
一
九
豆
三
年
十
一
月
か
ら
食
糧
、
食
油
、
泊
料
、
五
四
年
九
月
か
ら
棉
花
、
棉
布
白
統
勝
、

開
討
が
行
わ
い
、
物
費
一
調
達
定
理
由
平
衡
を
強
化
し
て
い
る
。
図
降
、
合
作
祉
商
業
は
す
て
に
一
九
五
一
四
年
卸
賀
商
業
の
八

O

ガ
、
小
賀
商
業
の
五

O
必
以
上
を
し
め
、
大
量
の
物
資
を
把
握
し
、
一
定
の
債
格
て
布
場
に
投
入
し
、
人
民
幣
の
物
的
保
詮
を
確
保
し

て
い
る
白
で
あ
る
。
物
安
調
蓮
庭
理
の
平
衡

rよ
っ
て
、
全
国
人
民
の
購
買
力
む
崎
県
化
に
際
じ
て
商
品
供
給
を
計
劃
的
に
調
節
す
る
己

と
が
で
き
た
。

新
中
国
に
お
け
る
人
民
幣
」
ア
ノ
ミ
ネ
1
シ

H

V

K
ワ
い
て

第
七
十
八
巻

一二七七

第
五
部



第
七
十
人
春

F
E按

現
金
牧
支
は
一
九
五
O
年
同
月
か
ら
金
園
機
関
、
園
瞥
企
業
、
合
作
計
所
有
現
金
の
園
家
銀
行
へ
の
集
中
と
そ
の
基
礎
に
立
つ
現
金

出
納
計
劃
の
諸
措
置
に
工
つ
で
平
衡
し
で
い
る
。
現
金
牧
支
の
平
衡
は
貨
幣
流
遁
一
世
商
品
流
通
と
季
節
的
需
要
に
諸
臨
し
て
計
割
的
に

調
節
す
る
己
と
が
で
き
た
。

新
中
闘
に
お
け
る
人
民
幣
ヂ
ノ
ミ
ネ
1

シ
冨
シ
に
つ
い
て

七
i¥ 

四

園
際
牧
支
は
工
農
業
生
産
の
快
復
、
稜
展
に
し
た
が
加
、
封
外
貿
易
の
暗
明
大
に
工
ワ
て
伸
張
し
、
そ
の
総
額
は
一
九
五
O
年
を
一
O

O
と
し
て
、
豆
四
年
二
二
二
・
五
、
支
出
白
牧
入
に
し
め
る
比
重
は
五
O
年
か
ら
豆
二
年
九
O
%
、
五
三
年
か
ら
五
四
年
九
八
・
大
%

と
な
り
、
牧
支
平
衡
し
、
古
ら
に
剰
飴
金
を
生
じ
て
い
る
。
封
外
貿
易
は
大
峰
園
出
識
に
掌
握
さ
れ
、
外
園
詩
替
は
園
出
現
銀
行
官
集
中
さ

れ
て
hv
る
o

園
際
牧
支
に
し
め
る
封
外
貿
易
の
比
重
は
一
九
五
O
洋
七

0
・
八
形
、
五
四
年
八
三
・
九
%
、
品
開
外
貿
易
に
し
め
る
闘
瞥

封
外
貿
易
白
比
重
は
五
O
年
六
一
・
一
%
、
五
四
年
九
七
%
で
あ
る
。
閤
際
牧
支
の
ヰ
衡
は
園
内
物
債
を
上
昇
さ
せ
る
外
食
的
社
影
響

を
緩
和
し
、
刑
徐
金
は
人
民
幣
の
物
的
保
設
を
建
全
に
し
て
い
る
。

人
民
幣
の
保
詮
は
商
品
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ヱ
曲
目
生
産
D
快
復
、
後
展
が
あ
り
、
商
品
。
市
場
流
入
が
増
加
し
、
か
つ
園
皆
、
合

作
祉
商
業
が
念
速
に
搬
大
し
て
、
ま
す
ま
す
大
量
の
商
品
が
園
家
。
手
巾
に
掌
握
さ
れ
、
人
民
幣
の
物
的
保
詮
は
一
暦
翠
固
な
基
礎
に

立
っ
て
い
る
白
て
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
貴
金
属
も
ま
た
人
民
幣
白
準
備
と
し
て
必
要
ぜ
あ
っ
て
、

十
倍
以
ム
に
達
し
て
い
る
。

一
九
五
四
年
の
金
保
有
高
は
四
九
年
の

人
{
ワ
決
の
貨
幣
改
革
が
以
前
の
貨
幣
改
革
と
異
な
る
新
は
、
す
ゼ
に
与

b
れ
る
通
り
、
金
融
物
債
の
安
定
し
た
欣
況
ゼ
、
確
立
さ
れ
た
貨

幣
制
度
白
下
に
行
わ
れ
る
と
と
て
あ
る
。
不
安
定
と
索
乱
は
過
去
に
お
け
る
貨
幣
改
革
の
前
提
保
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
は
全
く
モ

れ
が
た
い
。
人
t
可
決
貨
幣
の
特
長
は
、
ま
さ
し
く
モ
む
基
礎
傑
件
が
安
定
的
な
こ
と
に
あ
る
。

(1) 

責
善
、
岡
民
撲
瓦
動
統
治
下
的
貨
幣
制
度
害
死
人
、
尉
酔
経
静
向
版
枇
踊
刷
、
護
行
新
的
人
民
融
市
的
意
義
興
作
用
、
八
九
頁
。



(2) 

青
元
彬
、
傍
金
周
務
大
洗
却
、
天
骨
大
公
報
、
一
九
豆
五
年
三
月
七
日
e

郭
焔
折
、
紙
幣
浬
話
、
経
済
導
輔
、
一
九
五
五
年
、
第
八
期
。

豆
静
然
、
人
民
体
的
墜
且
設
展
開
述
、
限
湾
周
報
、
一
九
五
二
年
、
第
二
十
九
期
。

署
議
文
、
我
間
的
人
民
幣
是
世
界
一
泊
的
貨
幣
、
財
政
組
湾
出
斑
世
編
、
前
掲
害
、
四
二
頁
。

曾
凌
、
韓
官
共
著
、
一
九
四
人
豆
一
九
四
九
年
解
放
地
匝
的
貨
幣
流
通
、
経
済
研
究
、
一
九
五
五
年
、
第
三
一
期
。

三
木
毅
、
新
中
闘
に
於
げ
る
金
融
制
度
に
付
い
て
、
北
海
遺
犬
同
事
経
済
革
研
究
、
第
=
践
。

郭
帰
折
、
人
民
幣
史
話
、
根
神
導
報
、
一
九
五
主
年
、
事
九
期
。

楊
培
新
、
我
図
的
貨
幣
制
度
是
潤
立
、
統
一
和
穏
定
的
貨
僻
制
度
、
財
政
組
湾
出
版
社
編
、
前
掲
書
、
五
凹
冗
九
瓦
。

張
丈
、
世
五
年
車
的
物
慣
穏
定
靖
人
民
幣
他
的
穏
定
、
財
政
組
神
出
版
世
相
刷
、
前
掲
書
、
六
三
頁
。

申
央
人
民
政
府
政
務
院
、
閥
於
統
一
閏
家
財
政
経
神
工
作
的
決
定
、
一
九
五

C
年
三
月
三
日
u

三
ホ
毅
、
新
中
国
に
布
け
る
統
一
一
岡
武
財
政
経
神
エ
作
に
ワ
い
て
、
室
商
工
業
士
事
研
究
報
告
、
第
一
春
、
第
五
時
制

陳
雲
、
調
整
ヱ
商
業
和
調
整
柏
耽
問
題
、
中
園
園
酷
貿
易
促
議
委
員
曾
柄
、
三
年
車
新
申
園
担
神
間
的
成
就
、
回
。
|
五
二
頁
。

三
木
毅
、
新
甲
園
に
お
け
る
工
商
業
内
調
整
に
つ
い
て
、
京
都
大
畢
挫
博
論
議
、
第
七
五
春
、
第
六
説
。

事
富
春
。
中
国
工
業
的
目
前
情
況
澗
詰
問
的
努
力
方
向
、
中
国
園
際
貿
晶
促
謹
番
貝
骨
綱
、
前
掲
書
、

λ
六
|
九

O
頁。

一
二
木
毅
、
新
申
固
に
お
け
る
=
一
反
、
五
反
運
動
一
正
運
動
下
の
財
紹
工
作
に
ヲ
い
て
、
室
蘭
工
業
大
闘
争
研
究
報
告
、
第
三
巻
、
柏
市
一
担
。

楊
培
新
、
費
行
新
的
人
民
幣
的
意
義
旦
作
用
、
財
政
経
碑
出
版
社
編
、
前
掲
書
、
一
回
頁
。

大
公
報
社
編
、
一
九
五
五
年
人
民
手
班
、
四
五
一

l
四
主
六
頁
。

申
夫
人
民
政
府
政
務
院
、
開
於
賀
行
機
閥
現
金
管
理
的
決
定
、
一
九
五
年
四
月
七
日
。

中
園
人
民
銀
行
負
責
人
談
、
我
園
園
際
軟
支
情
況
、
財
世
経
済
出
版
枇
編
、
前
掲
書
、
一
一
一
頁
。

馬
寅
柄
、
新
中
国
貨
幣
制
度
的
特
勲
及
其
優
越
性
、
財
政
経
済
出
版
世
綱
、
前
抱
害
。
七
九
頁
。

(日)(5) (4) (自)附〔帥(剖 (8)(7) 

新
中
岡
に
お
け
る
人
民
俗
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

第
七
十
八
巷

停
五
山
師

五

七
九



親
中
固
に
お
け
る
人
民
帯
デ
ノ
ミ
ネ
I

V
ヨ
シ
に
つ
い
て

第
七
十
人
程

八
O 

第
五
世

三

、

改

革

の

意

義

一
九
五
五
年
三
月
白
貨
幣
改
革
は
、
モ
れ
を
も
っ
て
交
易
と
核
算
に
使
な
b
し
め
る
た
め
り
も
り
て
あ
る
。
し
か
も
こ
の
貨
幣
改
革

の
重
要
性
は
、
人
民
融
市
主
し
て
交
易
と
板
算
の
下
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
、
特
に
計
割
経
済
建
設
の
要
求
に
つ
な
が
る
と
己
ろ
に
あ

る
交
易
と
核
算
は
、
い
う
ま
ゼ
も
な
く
質
践
上
陀
お
い
て
貨
幣
が
涜
遁
千
段
と
し
て
、
叉
計
算
手
段
と
し
て
機
能
す
る
己
と
を
要
求
す

る
。
だ
か

b
乙
そ
こ
の
改
革
は
、
首
時
白
人
民
幣
が
、
第
一
に
票
面
額
が
き
わ
め
亡
大
き
い
1
人
民
幣
の
車
位
は
冗
て
あ
る
が
、
貿
際

白
計
算
は
最
小
て
数
百
元
、
一
般
に
高
一
冗
が
単
位
と
し

τ使
用
さ
れ
、
一
元
は
す
で
に
単
位
と
し
亡
計
算
心
窓
義
を
失
っ
て
い
る
。
こ

り
現
象
は
経
済
工
作
上
は
な
は
だ
不
便
て
、
計
算
、
記
帳
陀
困
難
生
き
た

L
、
入
力
物
力
を
浪
費
し
て
い
る
第
二
に
種
類
が
多
〈
、

紙
質
が
不
良
て
、
印
刷
技
術
が
悪
い

l
こ
れ
b
白
快
鮪
は
、
識
別
を
困
難
に
し
、
と
く
に
文
官
の
農
民
、
小
数
民
肢
が
色
、
国
景
に
よ

て票
い面

たのさ
ヲ斗

は

る
票
苗
額
の
判
断
を
不
可
能
に
し
、
叉
紙
幣

ω整
理
と
修
理
に
人
力
物
力
を
浪
費
し
、
く
わ
え
て
偽
控
鑓
趨
宜
容
易
に
し
た

一
部
が
家
古
文
、
維
吾
爾
文
を
用
い
て
い
る
件
、
大
部
分
が
漢
文
て
あ
る
た
め
、
小
数
民
族
地
域
山
流
通
を
さ
ま
た
げ

第

に

等
の
扶
陥
か
ら
、
交
易
、
核
算
の
下
て
機
能
す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
た
い
と
し
、
新
幣
に
よ
っ
て
己

ω依
陥
を
改
善
し
工
う
と

し
た
り
で
あ
る
。

し
か
し
貨
幣
D
職
能
は
貨
幣
の
木
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
同
時
に
本
質
は
職
能
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
貨
幣
本
質
は
吐
舎
の
経

済
機
構
、
商
品
生
産
、
経
済
法
則
の
作
用
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
計
劃
経
済
建
設
と
交
易
と
核
算
の
給
付
さ
は
、
計
劃

経
済
に
移
行
し
た
新
中
園
経
済
の
愛
佑
と
そ
れ
に
よ
る
人
民
幣
白
木
質
と
職
能
の
消
長
を
背
景
に
す
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
、
今
次
貨



幣
改
革
白
意
義
は
貨
幣
論
的
に
理
解
さ
れ
な
い
。

新
中
園
過
渡
世
曾
心
経
済
は
図
静
経
済
、
合
作
祉
経
済
、
資
本
主
義
経
済
と
佃
館
経
済
白
四
種
経
済
成
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
己

れ
ら
凹
種
経
済
成
分
の
分
工
合
作
が
新
中
園
の
経
済
生
産
力
を
表
現
す
る
。
ヱ
農
業
生
産
は
一
九
四
九
年
を
一

O
O
と
し
て
、
主
二
年

一
七
五
・
四
と
な
り
、
t
要
生
産
物
は
戦
前
水
準
を
快
復
し
、
五
三
年
二

0
0
・
三
、
五
四
年
二
五

o
t設
展
し

τい
る
。
工
業
生
産
に

し
め
る
現
代
工
業
り
比
重
は
四
九
年
一
七
形
、
五
二
年
二
八
必
、
五
三
年
三
一
形
。
関
替
経
済
白
比
重
は
工
業
生
産
に
拾
い
て
四
九
年

三
六
・
七
形
、
有
二
年
五
九
必
、
五
三
年
六
三
・
=
コ
弘
、
豆
四
年
七
一
弱
、
商
業
に
お
い
て
四
九
年
一
九
・
四
%
、
豆
二
年
卸
責
商
業
の
六

四
%
、
五
三
年
同
じ
く
七

O
ガ
、
五
四
年
同
じ
く
八
八

μ、
農
業
生
産
五
功
組
と
合
作
吐
白
全
農
家
に
し
め
る
比
重
は
五
二
年
老
解
放

医
六
五
%
、
新
解
放
直
一
一
五
形
、
五
三
年
四
三
%
に
伸
張
し
た
。
経
済
生
産
力
の
快
復
と
登
展
を
基
礎
に
、
園
町
営
経
済
の
指
導
力
の
強

化
、
資
本
主
義
経
済
白
図
家
資
本
主
義
化
、
合
作
社
経
済
と
園
家
資
本
主
義
経
済
に
b
け
る
祉
禽
主
義
性
の
促
進
、
個
間
経
済
白
集
圏

化
が
行
わ
れ
、
園
民
経
済
の
祉
品
問
主
義
的
轄
質
が
進
み
、
た
お
大
部
分
は
商
品
生
産
で
あ
る
が
非
商
品
生
産
が
披
大
し
、
剰
品
融
債
値
法

則
は
計
劃
的
な
比
例
致
展
法
則
に
上
っ
て
制
限
さ
れ
た
保
件
と
範
園
の
中
て
作
用
す
る
に
と
ど
ま
っ

τ
い
る
。

人
民
幣
白
木
質
は
一
般
的
等
償
物
で
あ
り
、
モ
の
職
能
は
債
値
尺
度
、
流
通
千
段
、
貯
蔵
手
段
、
支
抑
手
段
て
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
己
白
本
質
と
職
能
は
商
品
生
産
白
必
要
か

b
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
商
品
生
産
が
存
在
ナ
る
過
渡
時
期
白
祉
舎
に

b

い
て
、
貨
幣
の
本
質
と
職
能
の
上
に
基
本
的
友
愛
佑
が
ゐ
こ
ら
な
い
。
し
か
し
貨
幣
が
一
定
の
生
産
関
係
白
下
て
運
動
し
、
一
定
の
所

有
制
と
結
合
す
る
と
き
、
一
般
的
等
債
物
と
し
亡
の
本
質
と
職
能
に
彫
響
が
奥
え
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
過
渡
時
期
の
生
産
関
係
は
襲
質

し
つ
つ
あ
り
、
資
本
主
義
所
有
制
は
祉
曾
主
義
所
有
制
の
下
ぞ
縮
少
し
、
消
波
に
向
っ
て
い
る
。

過
渡
時
期
の
祉
曾
経
済
制
度
は
、
経
済
白
快
復
期
か

b
登
展
期
え
か
け
亡
、
基
本
的
て
は
な
い
が
大
き
く
務
化
を
と
げ
て
い
る
。
人

新
中
固
に
お
け
る
人
民
幣
芦
ノ
ミ
ネ
1

V
ヨ
シ

K
D
いて

部
七
十
八
巻

ノ¥

第
五
践

七



新
中
闘
に
和
け
る
人
民
体

F
ノ
ミ
ホ

I
V
ヨ
シ
に
つ
い
て

第
七
十
八
巻

ノ1、

事
五
掠

ノ¥

民
幣
は
、
こ
の
脇
佳
佑
汽
工
っ
て
そ
の
木
質
に
新
し
い
枇
舎
性
を
加
え
、
職
能
に
消
長
を
示
し
て
h
る
の
で
あ
る
。

新
申
閣
経
済
の
快
復
刻
に
沿
い
て
、
図
家
の
任
務
は
破
壊
さ
れ
た
経
済
生
産
力
を
迅
速
陀
快
復
す
る
己
と
で
あ
っ
た
。
園
家
は
商
品
、

貨
幣
、
債
値
法
則
。
諸
範
時
を
混
用

L
、
資
本
主
義
経
済
と
個
催
経
済
の
生
産
性
を
刺
戟
し
、
同
時
に
園
皆
、
合
作
社
経
済
を
指
導
的

地
位
に
褒
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な

b
な
か
っ
た
。
と
の
た
め
岡
家
は
貨
幣
の
職
能
を
利
用
し
、
大
量
の
資
金
主
蓄
積
し
、
ま
づ
園
皆
経
済

と
合
作
社
経
済
の
護
民
主
支
持
し
、
迅
速
に
物
資
を
掌
握
し
、
計
劃
的
に
工
農
業
生
産
の
連
繋
を
組
織
し
、
資
本
主
義
の
盲
目
性
を
制

限
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
園
出
都
銀
行
は
機
閥
、
企
業
、
個
人
か
ら
大
量
の
預
金
を
集
中
し
、
園
町
皆
、
合
作
社
経
済
え
の
投
資
を
保
詮
し

え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
貨
符
流
通
を
正
確
に
掌
握
し
、
貨
幣
の
諸
職
能
を
強
揮
さ
せ
、
信
用
を
計
劃
的
に
運
用
し
た
結
果
で
あ
っ

た
。
己
の
時
期
に
は
資
本
主
義
経
済
が
利
用
、
制
限
、
改
趨
の
過
程
に
あ
り
た
が
ら
も
、
な
お
庚
い
範
聞
の
活
動
が
許
さ
れ
、
資
本
家

は
人
民
幣
を
一
般
的
等
債
物
と
し
て
の
木
質
と
職
能
を
利
用
し
、
資
木
を
蓄
積
し
、
持
働
者
全
雇
傭
し
、
剰
徐
慣
値
を
獲
得
す
る
己
と

が
で
き
た
。
人
民
、
特
は
資
本
主
義
所
有
制
白
恭
礎
の
上
て
、
一
般
的
等
償
物
と
し
て
、
か
つ
は
資
本
用
具
と
し
て
の
吐
曾
性
を
働
か
せ

て
hv
た
の
で
あ
る
。

経
済
設
展
期
に
お
い
て
、
関
家
の
伍
務
は
大
規
模
な
一
世
曾
主
義
工
業
を
建
設
し
、
農
業
生
産
を
全
閥
的
に
組
織
し
、
資
本
主
義
経
済

を
改
温
す
る
こ
と
で
あ
る
。
関
家
は
貨
幣
を
計
算
、
計
割
問
具
と
し
て
利
用
し
、
四
種
経
済
成
分
の
生
産
と
商
品
流
通
を
総
括
し
監
督

し
、
商
品
と
非
商
品
白
生
産
と
分
配
を
経
済
計
劃
内
に
組
入
れ
、
貨
幣
を
核
算
用
具
と
し
て
利
用
し
、
債
格
、
生
産
費
の
経
済
範
時
怖
を

ど
く
り
っ
き
L
V
S
ん

運
用
し
て
園
陸
企
業
の
経
済
核
算
制
を
強
佑
し
、
あ
る
い
は
貨
幣
の
各
積
職
能
を
利
用
し

τ、
現
金
主
集
中
し
、
と
れ
を
計
劃
的
に
信

同
貸
付
資
金
と
し
て
運
用
し
、
結
算
組
織
を
確
立
し
、
全
国
的
に
園
家
資
金
の
回
轄
を
は
や
め
、
そ
り
使
用
金
節
約
し
、
ま
た
貨
幣
を

信
用
用
具
と
し
て
利
用
し
、
貨
幣
流
遣
法
則
を
掌
握
し
、
物
債
の
安
定
と
資
金
集
中
を
維
持
し
、
園
出
官
経
済
を
用
車
展
さ
せ
、
ム
ロ
作
社
経



済
を
財
政
援
助
し
、
資
木
主
義
経
済
を
経
済
計
劃
に
服
従
さ
せ
、
国
家
資
本
主
義
化
ず
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
て
は
、
園
児
経

済
白
計
割
建
設
が
進
行
し
、
園
皆
経
済
が
念
速
に
護
展
し
、
資
本
主
義
経
済
の
活
動
が
結
少
す
る
。
人
民
幣
の
費
本
化
用
具
と
し
て
の

祉
合
性
は
、
社
合
主
義
経
済
の
制
約
の
下
て
、
計
割
的
な
比
例
登
展
法
則
と
園
出
品
心
計
算
と
計
劃
用
具
と
し
て
の
社
曾
性
に
と
っ
て
か

わ
ら
れ
、
一
定
の
一
候
件
と
範
園
て
作
用
す
る
に
す
g
c
な」円。

人
民
幣
は
、
経
済
の
快
復
期
か
ら
都
民
国
防
期
に
か
け
て
、
資
本
化
用
具
と
し
て
の
一
位
曾
悦
を
縮
少
し
、
新
た
に
計
算
と
計
劃
用
具
と
し

て
の
枇
合
性
を
も
つ
に
い
た
ヲ
た
。
こ
れ
に
つ
れ
て
人
民
幣
の
職
能
は
慣
値
尺
皮
の
白
型
的
後
生
作
用
を
弱
め
、
貯
蔵
手
段
の
職
能
的

基
礎
を
あ
ら
先
め
、
新
事
れ
に
結
算
手
段
L
r

し
て
白
職
能
を
く
わ
え
、
諸
職
能

t
に
重
要
た
醐
型
化
を
引
起
し
た
の
て
あ
る
。

今
次
の
改
革
は
、
園
家
計
劃
経
済
建
設
の
準
行
に
あ
た
っ
て
、
各
個
作
業
盟
位
b
A
経
済
計
割
に
編
成
し
、
経
済
計
劃
を
全
雨
的
に
完

成
し
、
各
個
企
業
が
正
確
に
経
済
板
算
制
を
賢
施
す
る
必
要
に
遁
昨
惜
し
で
と
ら
れ
た
措
置
で
ぬ

po
交
易
と
板
算
は
、
人
民
幣
を
し

τ

園
家
計
劃
経
済
に
奉
仕
せ
し
め
る
作
用
の
表
現
て
あ
る
。
過
渡
佐
倉
氏
沿
い
て
人
民
幣
は
無
産
階
級
闘
争
手
段
て
あ
る
と
い
う
。
し
た

が
っ
て
、
人
民
幣
は
園
児
経
済
に
晶
け
る
生
産
と
分
配
を
計
算
し
計
劃
し
、
か
っ
監
脅
す
る
用
具
た
り
え
な
け
れ
ば
た
b
た
い
。
園
家

計
劃
経
済
建
設
期
に
お
い
て
と
〈

K
そ
の
作
用
の
強
化
が
要
求
せ

b
れ
る
。
今
次
改
革
の
意
義
は
、
そ
れ
が
過
渡
祉
舎
の
一
経
済
制
度
の

輪
出
化
に
針
醸
し
て
と
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

ω
揚
培
新
、
費
行
新
的
人
民
怖
的
意
義
興
作
用
‘
財
政
経
済
出
版
社
編
、
稜
行
新
的
人
民
幣
的
意
義
興
作
用
、
一
七
|
一
八
頁
。

ω
中
国
人
民
政
措
協
商
骨
議
共
同
綱
領
、
第
二
十
六
帳
。
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
、
第
五
僚
。

ゆ
中
央
人
民
政
府
闘
家
統
計
局
、
開
於
一
九
五
二
年
闇
民
極
神
和
文
化
政
育
快
復
興
費
民
情
出
的
会
報
、
犬
公
報
世
編
、
一
九
五
五
年
人
民
手
如
、

四
一
九
頁
。

中
央
人
民
政
府
関
車
統
計
局
、
闘
於
一
九
五
三
年
度
園
民
結
構
賞
展
和
国
累
計
剖
執
行
結
果
的
公
報
、
大
公
報
社
編
、
前
掲
害
、
四
二
四
頁
。

新
中
闘
に
お
け
る
人
民
融
市
戸
ノ
ミ
ネ
I

V

E

Y

に
つ
い
て

第
七
十
八
巷

l'、

第
王
翫

ゴL



抑
制
中
闘
に
担
け
る
人
民
幣
デ
ノ
さ
ネ
1
ν

ヨ
ン
に
つ
い
て

第
七
十
八
巻

J'、
四

第
五
輯

四
O 

(6)恒)(4) 

審
査
陸
、
中
間
的
世
曾
主
義
改
造
、
二
ニ
|
二
五
頁
。

陳
棒
、
謹
一
昔
輩
岡
的
我
国
貨
幣
制
度
、
財
政
経
酔
出
版
社
編
、
前
掲
害
、
五
O
l
五
一
頁
。

陳
仰
育
、
鄭
伯
彬
、
黄
元
彬
、
来
相
丈
、
随
一
時
刷
、
事
紫
京
共
者
、
開
於
人
民
幣
的
若
干
理
論
問
題
、
二
回
l
二
五
頁
。

陳
仰
青
、
外
五
名
共
著
、
前
掲
書
、
三
O
|
四
八
頁
。
有
二
|
五
三
頁
。

揚
培
新
、
前
掲
論
文
、
財
政
経
神
間
出
版
社
編
、
前
掲
書
、
二
一
頁
。

四

改
革
の
具
鰻
方
法

一
九
五
五
年
三
月
の
貨
幣
改
革
は
、
人
民
符
呼
稀
単
位
白
引
下
げ
措
置
ゼ
あ
っ
て
、
こ
れ
は
新
人
民
幣
に
よ
る
醤
人
民
幣
の
回
牧
方

法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

新
幣
の
種
類
は
、
主
幣
が
一
一
冗
、
二
元
、
三
一
冗
、
五
一
花
、
十
一
元
の
豆
種
、
輔
幣
が
一
分
、
二
分
、
三
分
、

一
角
、
二
角
、
五
角
白
大

種
て
あ
る
。
た
だ
し
十
一
万
は
し
ば
る
く
市
場
の
情
況
に
も
と
ず
さ
鵡
直
行
さ
れ
た
い
。
新
幣
の
正
面
園
長
は
、
主
幣
の
一
元
が
北
京
白
一
六

安
門
、
二
一
元
が
延
安
の
賓
培
山
、
=
一
元
が
江
西
寧
岡
豚
の
井
岡
山
、
五
元
が
各
民
族
群
像
て
、
租
圏
、
革
命
、
各
民
族
の
圏
結
を
象
徴
し
、

輔
幣
の
五
角
、
二
角
、
一
角
、
三
分
、
二
分
、
一
分
が
汽
船
、
飛
行
機
、
汽
車
、
自
動
車
、
ト
ラ
ク
タ
て
佐
倉
主
義
工
業
化
え
の
前

進
を
表
現
し

τい
る
。
な
お
票
面
に
一
九
五
三
年
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
は
、
新
幣
護
行
が
こ
の
年
に
決
定
さ
れ
た
た
め
で
、
技
術
的

準
備
の
た
め
五
五
年
ま
で
延
期
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
か
。

新
醤
幣
の
交
換
比
率
は
一
一
冗
封
一
高
元
て
あ
る
。
己
の
比
率
算
定
の
根
擦
は
金
銀
と
外
園
潟
替
の
圏
内
債
格
が
戦
前
に
比
ベ
て
八
千

倍
か
ら
一
高
倍
に
騰
貴
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

商
品
の
替
、
幣
債
格
、
新
幣
後
行
前
の
公
債
を
ふ
く
む
債
権
債
務
は
、
す
べ
て
法
定
比
率
て
新
幣
単
位
に
換
算
さ
れ
る
。
た
だ
し
商
品



債
格
の
換
算
に
あ
た
っ
て
、
分
以
下
の
端
数
白
切
上
げ
、
切
下
げ
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
釣
銭
白
困
難
な
端
数
の
清
算
は
質
物
て
行
う
方

法
が
と
ら
れ
て
h
る。

新
奮
幣
白
先
換
期
間
は
、
三
月
一
日
か
ら
六
月
十
日
ま
で
で
あ
る
。
五
高
元
、
一
高
元
の
醤
幣
は
三
月
三
十
一
て
流
通
禁
止
、
四
月

三
十
日
て
先
換
禁
止
さ
れ
、
五
千
元
と
五
千
元
以
下
白
各
種
蓄
幣
は
五
月
十
目
て
流
遁
禁
止
、
六
月
十
日
て
究
換
停
止
さ
れ
あ
。

先
換
機
闘
は
、
人
民
銀
行
本
介
支
厄
と
委
託
代
理
機
構
て
、
定
置
の
ほ
か
に
多
数
の
移
動
党
換
所
が
設
け

b
れ
が
。

売
換
手
績
は
、
き
わ
め
て
簡
且
ゼ
氏
名
、
職
業
、
住
所
を
申
出
て
る
必
要
が
左
く
、
個
人
の
み
な

b
ず
圏
四
H
A
M
換
も
で
き
、
階
級
を

と
わ
ず
、
ま
た
裁
量
の
多
少
を
と
わ
ず
究
換
が
平
等
に
行
わ
れ
る
。

破
損
紙
幣
は
、
は
じ
め
一
九
四
九
年
十
一
月
公
布
の
「
残
快
木
幣
免
換
排
法
」
に
よ
っ
て
、
破
損
四
分
の
一
以
下
は
全
額
、
四
分
の
'

一
か

b
二
分
白
一
は
ヰ
額
の
先
換
、
一
一
分
の
一
以
下
は
究
換
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
新
た
に
五
五
年
五
月
八
日
「
残
依
人
民
幣

究
換
務
法
」
が
公
布
施
行
さ
れ
、
破
損
五
分
白
一
以
下
は
全
額
、
主
分
の
一
か
ら
二
分
の
一
は
宇
額
の
先
換
、
二
分
の
一
以
上
は
先
換

L
え
な
い
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

新
幣
白
褒
行
、
沓
幣
の
回
牧
と
段
却
の
監
替
、
検
査
は
、
監
察
部
の
指
示
に
よ
り
各
叡
監
察
機
闘
が
行
っ
て
い
る
J

(3)白)(1) 

秦
碧
柱
、
新
人
民
特
殻
行
的
第
一
一
六
、
鱈
油
開
導
報
、
一
九
主
五
年
、
第
八
期
。
新
人
民
幣
築
様
、
極
済
導
報
、
一
九
去
五
年
、
第
九
期
ロ

曹
菊
如
、
就
蕎
党
換
問
問
答
記
者
問
、
天
津
大
公
報
、
一
九
主
主
年
三
月
一
目
。

人
民
日
報
世
論
、
擁
譲
渡
行
新
的
人
民
幡
、
財
政
栴
評
出
版
世
編
、
渡
行
新
的
人
民
幣
的
意
義
興
作
用
、
七
頁
。

鋳
什
陵
新
人
民
符
和
宮
人
民
符
的
比
車
比
嬬
一
比
一
高
元
、
経
済
導
報
、
一
九
五
五
年
、
第
八
期
。

困
家
財
担
部
門
負
貴
人
談
、
新
幣
奮
符
打
算
問
題
、
財
政
経
済
出
版
世
田
畑
、
前
掲
書
、
一

O
E
l
一
O
四
頁
。

中
図
人
民
観
行
通
告
、
一
九
五
五
年
四
月
十
一
日
、
天
津
大
公
判
、
一
九
五
五
年
四
月
十
七
日
。

恒)(4) 

新
中
国
に
お
け
る
人
民
幣
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
ワ
い
℃

第
七
十
八
巷

/¥ 
五

車
五
披

位H



新
中
闘
に
担
げ
る
人
民
幣
ミ
ノ
ヂ
ネ
1

V

ヨ
シ
に
つ
い

τ

第
七

I
八
巻

八
六

第
五
躍

四

(8)作)(6) 

秦
碧
柱
、
前
掲
諦
丈
、
経
済
導
報
、
一
九
豆
五
年
、
第
八
期
。

韓
雷
、
夜
行
新
幣
的
意
義
興
作
用
、
財
且
結
押
出
服
止
綱
、
前
掲
書
、
三
二
頁
。

中
央
人
民
銀
行
、
残
世
本
幣
免
換
韓
法
、
一
九
四
九
年
十
一
月
一
日
。
中
央
人
民
融
行
、
委
託
収
党
残
扶
本
幣
究
施
暫
行
野
法
、
一
九
五
O
年
三

月
十
四
日
。
中
央
人
民
銀
行
、
残
献
人
民
伴
党
換
鉾
法
、
一
九
五
豆
年
五
月
八
日

u

監
察
部
指
示
、
各
紙
監
察
機
関
監
督
検
査
新
件
琵
行
和
葎
符
牧
回
縮
問
工
作
、
財
政
経
済
出
版
祉
編
、
前
掲
書
、
一

O
九
一
一

O
頁。

(日)

五
、
結

語

貨
幣
改
革
の
寅
施
が
登
表
さ
れ
た
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
四
日
の
四
日
間
に
、
北
京
、
賢
策
等
の
七
都
市
に
お
け
る
預
金
は
奮
幣

一
千
億
一
冗
白
増
加
を
み
わ
。
新
幣
が
強
行
さ
れ
て
旬
日
、
市
場
流
通
の
新
幣
は
、
た
と
え
ば
北
京
六
五
形
、
天
津
七
O
%
、
賢
州
五

o

d
p
k
達
し
て
い
U
G
。
物
債
は
、
た
と
え
ば
庚
州
に
沿
い
て
=
一
月
八
日
一
、
一
一
一
種
の
商
品
債
格
を
一
%
か
ら
五
%
、
部
分
的
に
は
三

，
O
%
引
下
げ
た
が
、
市
場
商
品
は
か
え
っ
て
増
加
L
h
o

ま

し

た

か

新
幣
が
強
行
さ
れ
る
や
、
巷
聞
の
挨
拶
に
新
幣
を
「
芳
見
了
時
」
と
い
い
、
沓
幣
が
流
通
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
買
物
に
あ

っ
て
新
幣
を
支
梯
え
ば
人
々
は
み
な
向
者
に
議
蛇
臨
時
監
と
い
ず

P
イ
ム
リ
I

停
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
事
官
は
、
己
の
貨
幣
改
革
が
人
民
の
希
望
に
臆
じ
た
、
ま
己
と
に
遁
機
的
な
も
の
で
あ
り
、
改
革
が
貨
幣
制

度
を
一
暦
輩
固
に
す
る
も
の
で
あ
る
如
賢
な
表
現
て
あ
る
。
か
つ
て
人
々
は
法
幣
と
金
国
典
砕
を
話
題
に
し
て
は
、
そ
の
経
済
的
牧
削
性

を
想
起
し
、
あ
た
か
も
「
談
虎
慶
色
」
の
ご
と
く
ぞ
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
幣
債
安
定
は
人
を
し
て
安
居
飛
業
さ
せ
る
一
大
素
因
て
あ

る
が
、
蛍
時
人
々
は
か
え
り
み
て
法
幣
、
金
国
雰
の
償
値
暴
落
を
お
も
い
、
新
人
民
幣
を
手
に
し
て
感
左
き
を
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た

と
出
唱
え
ら
一
れ
る
。



し
か
し
人
民
幣
債
値
安
定
の
基
礎
に
全
く
矛
盾
が
な
い
で
は
な
い
。

あ
る
。
工
農
業
生
産
自
檎
加
は
一
九
五
二
年
が
前
年

ω
一
一
一
・
四
、
主
〕
一
年
が
同
じ
く
一
一
二
・
六
、
他
面
購
買
力
の
増
加
は
豆
二

年
が
前
年
山
一
二

O
、
五
三
年
が
同
じ
く
一
一
一
二
・
八
て
生
産
増
加
は
購
買
刀
の
増
加
に
及
ば
な
い
。
己
の
需
給
の
附
差
が
物
債
騰
貴

nリ

白
潜
在
力
て
あ
る
こ
と
は
緩
い
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
幣
強
行
が
一
九
五
三
年
に
決
定
さ
れ
、
技
術
的
準
備
む
た
め
二
年

一
般
に
い
わ
れ
る
「
帯
鋸
一
気
時
殿
町
」
の
現
象
が
そ
心
一
て

を
つ
い
や
し
、
さ
ら
に
五
五
年
一
月
究
施
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
営
昨
白
市
況
か
ら
三
月
に
延
期
さ
れ
た
と
い
う
、
そ
の
政
府
機
関
心
慎
豆

た
設
想
と
周
到
な
準
備
に
も
か
か
わ

b
ず
、
な
お
党
換
工
作
が
複
雑
困
難
で
あ
り
、
公
布
の
時
聞
が
短
か
く
、
宣
停
工
作
が
不
十
分
で
、

準
備
工
作
が
周
到
高
金
て
社
い
と
さ
れ
、
宣
倖
解
鰹
γ

ム
作

ω展
開
と
市
場
管
理
の
強
佑
が
巣
藍
さ
れ
る
理
由
が
存
在
す
る
も
の
と
み
な

け
れ
ば
な

b
w
。
重
一
ム
業
主
主
憶
と
す
る
一
ヰ
ヶ
年
計
劃
賞
地
の
過
程
に
、
乙
の
需
給
の
隔
差
が
念
速
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
期
待
ぜ
き

な
h
。
し
か
し
物
債
上
昇
が
願
著
に
現
れ
て
い
な
H
現
寅
か

b
す
れ
ば
、
あ
る
W
は
こ
の
疑
問
の
提
起
は
正
首
て
は
な
く
、
杷
愛
に
類

す
る
懸
念
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

新
幣
の
登
行
は
と
も
あ
れ
貨
幣
制
度
の
安
定
と
建
全
の
表
現
で
あ
っ
て
、
新
幣
は
日
炉
本
服
部
引
い
町
仇
問
、
町
田
町
院
で
あ
る
o

新

幣
は
中
園
人
民
白
生
活
か
ら
十
二
年
来
の
通
貨
膨
脹
の
痕
跡
を
徹
底
的
に
は

b
い
お
と
し
、
新
中
園
の
経
済
を
若
が
え

b
せ
て
い
る
。

元
は
本
来

ω回
目
を
快
復
し
た
。
ま
こ
と
に
新
幣
は
新
中
園
の
新
気
象
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

)
 

1
 

f
 
玉
樟
才
、
謹
一
普
賢
黒
人
民
儲
備
事
業
、
財
政
経
済
出
版
世
綱
、
費
行
新
的
人
民
幣
的
意
義
興
作
用
、
一

O
一頁。

新
的
人
民
幣
開
始
賛
行
了
、
経
済
等
報
、
一
九
五
五
年
、
第
八
期
。

車
軒
、
新
符
強
行
工
作
進
展
迅
速
、
経
揖
導
報
、
一
九
五
丘
年
、
第
九
期
。
慕
容
淑
寛
、
東
西
亘
便
宜
了
、
経
神
導
報
、
一
九
五
五
年
、
第
九
期
。

王
源
興
、
震
新
的
人
民
幣
的
整
行
岡
轍
呼
、
終
済
導
報
、
一
九
五
五
年
、
第
寸
期
、
新
幣
護
行
一
個
月
、
経
済
尋
報
、
一
九
五
五
午
、
事
十
二
期
。

馬
明
義
、
悪
滴
市
場
的
新
気
象
、
経
済
導
報
、
一
九
五
五
年
、
第
九
期
。
同
w
郭
焔
折
、
貨
幣
慢
話
、
担
済
導
報
、
第
七
期
。

但)(3) (2) 

新
中
闘
に
お
け
る
人
民
特
ダ
ノ
ミ
タ
1
1
シ
ヨ
シ
に
つ
い
て

第
七
十
八
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四



新
中
園
に
お
け
る
人
民
幣
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
陀
ヲ
い
で

事
七
十
人
各

=一λ
λ

第
主
蹴

(6) 

穆
束
、
談
「
有
措
民
不
到
東
西
」
、
経
済
導
報
幹
編
、
一
九
五
四
年
胞
国
経
済
建
設
問
新
成
就
、
四
九
五
回
頁
。

虚
葦
、
闘
於
農
村
貨
符
流
通
問
題
的
一
些
意
見
、
経
済
周
報
、
一
九
五
二
年
、
第
三
期
。

人
民
日
報
論
、
倣
好
新
人
民
怖
的
義
行
工
作
、
財
政
担
摘
出
版
社
編
、
前
掲
替
、
一

O
ー
一
一
頁
。

亭
復
、
新
幣
|
|
新
中
園
新
車
象
、
経
桝
導
報
、
一
九
主
主
年
、
第
七
期
。

(8)作)

四
回




